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県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘３期地区蒲刈大橋 
上部工耐震補強１期工事における工事請負契約の変更について 

 

１ 要旨・目的 

令和５年 12月定例会で契約締結の議決を受けた「県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸

灘３期地区蒲刈大橋上部工耐震補強１期工事」について、請負金額の変更を行う。 

 

２ 現状・背景 

   請負金額の変更については、建設工事請負契約約款第 25 条のスライド条項に基づき、請負

代金額の変更について受注者から請求があったことや、関係機関の調整等により工事内容に変

更が生じたことによるものである。 

 

３ 概要 

(1)  対象者（請負者） 

IHI インフラシステム・IHIインフラ建設県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘３期 

地区蒲刈大橋上部工耐震補強１期工事共同企業体 

(2)  事業内容（工事概要）     

ア 工 事 名：県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘３期地区蒲刈大橋上部工耐震補強１

期工事 

イ 工事場所：広島県呉市下蒲刈町下島 

ウ 工事内容：橋梁上部工の耐震補強工事 １式 

エ 請負金額: 当初 873,840,000円（税込） 

         変更 952,184,200円（税込） （増額 78,344,200円） 

       【主な増額内訳と理由】 

       ・インフレスライド（労務費及び資材費の増額）   51,890 千円 

       ・関係機関の調整（安全対策の追加）等に伴う増額  26,454 千円 

オ 工  期：令和５年 12月 20日から令和７年８月１日 

(3)  スケジュール 

    令和７年６月定例会で請負契約の変更議案を提案するため、令和７年５月に仮契約を行っ

ており、議会承認後に本契約を行う。 

(4)  予算（補助事業） 

  上記のとおり 

蒲刈大橋 

資料番号   ７ 

令和７年５月 19日 
課 名 農林水産局農業基盤課 
担当者 課長 平谷 
内 線 3642 

位置図 
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（参考）スライド条項について  

 

○スライド条項の種類について 

種類 請負金額の変更を請求できる場合 今回請求 

【全体スライド条項】 

長期にわたる工事期間中の比較的

穏やかな価格水準の変動に対応 

（建設工事請負契約約款 

第 25条第１～４項） 

工期内で請負契約締結の日から 12月を経過し

た後に日本国内における賃金水準又は物価水

準の変動により請負代金額が不適当となった

と認めたとき 

無 

【単品スライド条項】 

資材の価格が著しい変動を生じた

場合に適用 

（建設工事請負契約約款 

第 25条第５項） 

特別な要因により工期内に主要な工事材料の

日本国内における価格に著しい変動を生じ、

請負代金額が不適当となったとき 

無 

【インフレスライド条項】 

工期内の予期できない特別の事情

による、急激なインフレ等に対応 

（建設工事請負契約約款 

第 25条第６項） 

予期することのできない特別の事情により、

工期内に日本国内において急激なインフレー

ション又はデフレーションを生じ、請負代金

額が著しく不適当となったとき 

有 

請求日 R6.4.10 

基準日 R6.4.10 

 

○インフレスライド条項による変更金額 

①スライド変更額の算出方法 

ⅰ) 基準日以前の出来高額を確定させたのち、基準日以降の残工事額を算出する。 

（(B)及び(D)の算出） 

ⅱ) 基準日以降の残工事(D)に対する変動額を算出する。（(G)の算出） 

ⅲ) 算出された変動額（G）のうち、残工事額（D）の１％を受注者負担として控除し、 

変更額（F）とする。 

 

②スライド変更額の算出 

60,893,000 受注者の負担額（E）Dの１％ 9,003,000

契約日
R5.12.20

基準日
R6.4.10

工期末
R7.8.1

増額スライド額（F）51,890,000残工事額（D）に対する変動額（G）

工事数量の変更に伴う増額（C）26,454,200

当初請負金額（A）873,840,000

基準日以前の出来高額（B）
0

基準日以降の変動前残工事額
（D）＝（A+C）－B

900,294,200


